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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に関する公表

物品等又は役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属

する部局の名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の氏名及び住所 契約金額 随意契約によることとした理由 備考

小型漁船群による海洋センシングと
ユビキタス漁業支援に関する研究開
発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年4月5日
公立大学法人公立はこだて未来大
学
北海道函館市亀田中野町116番地2

4,178,200

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

小型漁船群による海洋センシングと
ユビキタス漁業支援に関する研究開
発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年4月5日
学校法人東京農業大学
東京都世田谷区桜丘1丁目1番1号

423,800

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

小型漁船群による海洋センシングと
ユビキタス漁業支援に関する研究開
発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年4月5日
地方独立行政法人北海道立総合研
究機構
北海道札幌市北区北19条西11丁目

475,800

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

山岳地域(登山道)におけるAR(拡張
現実)を用いたスマートフォンフル
活用のためのGPS・Wi-Fi 通信環境
の研究開発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年4月5日
財団法人釧路根室圏産業技術振興
センター
北海道釧路市鳥取南7丁目2番23号

2,522,000

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

山岳地域(登山道)におけるAR(拡張
現実)を用いたスマートフォンフル
活用のためのGPS・Wi-Fi 通信環境
の研究開発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年4月5日

独立行政法人国立高等専門学校機
構釧路工業高等専門学校
北海道釧路市大楽毛西2丁目32番1
号

3,315,000

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

山岳地域(登山道)におけるAR(拡張
現実)を用いたスマートフォンフル
活用のためのGPS・Wi-Fi 通信環境
の研究開発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年4月5日
株式会社アクティス
東京都千代田区神田東松下町47番
地1号

2,193,100

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に関する公表

物品等又は役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属

する部局の名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の氏名及び住所 契約金額 随意契約によることとした理由 備考

山岳地域(登山道)におけるAR(拡張
現実)を用いたスマートフォンフル
活用のためのGPS・Wi-Fi 通信環境
の研究開発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年4月5日
アルファシステム株式会社
北海道釧路市鳥取大通4丁目13番14
号

1,316,900

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

寒冷地におけるヒートポンプ暖房制
御システムの研究開発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年4月5日

独立行政法人国立高等専門学校機
構旭川工業高等専門学校
北海道旭川市春光台2条2丁目1番6
号

3,559,400

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

寒冷地におけるヒートポンプ暖房制
御システムの研究開発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年4月5日

地方独立行政法人北海道立総合研
究機構
北海道札幌市北区北19条西11丁目

390,000

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

寒冷地におけるヒートポンプ暖房制
御システムの研究開発  1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年4月5日
学校法人工学院大学
東京都新宿区西新宿1丁目24番2号

780,000

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

寒冷地におけるヒートポンプ暖房制
御システムの研究開発  1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年4月5日

株式会社コンピューター・ビジネ
ス
北海道旭川市緑が丘東1条4丁目2番
14号

4,238,000

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

北海道総合通信局における電子複写
機保守業務請負

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年4月2日
北海道オフィス・マシン株式会社
北海道札幌市中央区大通西16丁目3

1,326,931

本件は、公募により参加者を募った結果、北
海道オフィス・マシン株式会社のみが参加の
意思表示があったため当該社と随意契約を
行ったものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に関する公表

物品等又は役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属

する部局の名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の氏名及び住所 契約金額 随意契約によることとした理由 備考

遠隔方位測定設備可搬型センサ改修
等の請負　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年3月2日
日本電気株式会社北海道支社
北海道札幌市中央区大通西4丁目1

1,407,000

本件は、公募により参加者を募った結果、日
本電気株式会社北海道支社のみが参加の意思
表示があったため当該社と随意契約を行った
ものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

電子住宅地図ソフト及び電子地図
データの更新作業請負　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成24年2月29日
株式会社ゼンリン札幌支店
北海道札幌市中央区大通西12丁目4

4,659,900

本件は、公募により参加者を募った結果、ゼ
ンリン株式会社札幌支店のみが参加の意思表
示があったため当該社と随意契約を行ったも
のである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

寒冷地におけるヒートポンプ暖房制
御システムの研究開発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成23年9月15日

独立行政法人国立高等専門学校機
構旭川工業高等専門学校
北海道旭川市春光台2条2丁目1番6
号

5,239,000

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

寒冷地におけるヒートポンプ暖房制
御システムの研究開発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成23年9月1日

地方独立行政法人北海道立総合研
究機構
北海道札幌市北区北19条西11丁目

247,000

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

寒冷地におけるヒートポンプ暖房制
御システムの研究開発  1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成23年9月1日
学校法人工学院大学
東京都新宿区西新宿1丁目24番2号

422,500

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

寒冷地におけるヒートポンプ暖房制
御システムの研究開発  1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成23年9月1日

株式会社コンピューター・ビジネ
ス
北海道旭川市緑が丘東1条4丁目2番
14号

3,976,700

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に関する公表

物品等又は役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属

する部局の名称及び所在地
契約を締結した日 契約の相手方の氏名及び住所 契約金額 随意契約によることとした理由 備考

小型漁船群による海洋センシングと
ユビキタス漁業支援に関する研究開
発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成23年9月1日
公立大学法人公立はこだて未来大
学
北海道函館市亀田中野町116番地2

6,916,000

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

小型漁船群による海洋センシングと
ユビキタス漁業支援に関する研究開
発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成23年9月1日
学校法人東京農業大学
東京都世田谷区桜丘1丁目1番1号

     423,800

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

小型漁船群による海洋センシングと
ユビキタス漁業支援に関する研究開
発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成23年9月1日
地方独立行政法人北海道立総合研
究機構
北海道札幌市北区北19条西11丁目

265,200

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

山岳地域(登山道)におけるAR(拡張
現実)を用いたスマートフォンフル
活用のためのGPS・Wi-Fi 通信環境
の研究開発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成23年9月1日
財団法人釧路根室圏産業技術振興
センター
北海道釧路市鳥取南7丁目2番23号

1,367,600

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

山岳地域(登山道)におけるAR(拡張
現実)を用いたスマートフォンフル
活用のためのGPS・Wi-Fi 通信環境
の研究開発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成23年9月1日

独立行政法人国立高等専門学校機
構釧路工業高等専門学校
北海道釧路市大楽毛西2丁目32番1
号

1,829,100

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約
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山岳地域(登山道)におけるAR(拡張
現実)を用いたスマートフォンフル
活用のためのGPS・Wi-Fi 通信環境
の研究開発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成23年9月1日
株式会社アクティス
東京都千代田区神田東松下町47番
地1号

4,399,200

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約

山岳地域(登山道)におけるAR(拡張
現実)を用いたスマートフォンフル
活用のためのGPS・Wi-Fi 通信環境
の研究開発　1式

支出負担行為担当官
北海道総合通信局長　大久保　明
札幌市北区北8条西2丁目

平成23年9月1日
アルファシステム株式会社
北海道釧路市鳥取大通4丁目13番14
号

   1,381,900

本件は､戦略的情報通信研究開発推進制度にお
いて広く一般の研究者等を対象に研究開発課
題を募った中から、外部専門家及び外部有識
者で構成される評価委員会によって実施され
た評価に基づき、国が委託すべき者として選
定した研究開発について、その実施体制機関
と随意契約したものである。

会計法第29条の
3第4項による随
意契約


